
 

 

 

 

令和４年度 
 

 

 

 

蓮田白岡衛生組合定期監査兼行政監査 

結 果 報 告 書 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

蓮田白岡衛生組合監査委員 
 

 

 

 



○写  

 

 

 

監 査 第 １ ５ 号   

令和５年３月１３日   

 

 

 

蓮田白岡衛生組合 

管理者  山 口 京 子 様  

蓮田白岡衛生組合議会 

議長   松 本 栄 一 様  

蓮田白岡衛生組合公平委員会 

委員長  中 野  諭  様  

 

 

蓮田白岡衛生組合監査委員 小 林   猛 

 

蓮田白岡衛生組合監査委員 斎 藤 信 治 

 

 

令和４年度定期監査兼行政監査の結果に関する報告書について（提出）  

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査、並びに蓮

田白岡衛生組合監査基準第２条に基づく標記監査を実施したので、その結果に関す

る報告書を提出します。  

 



1 

 

＜ 目 次 ＞ 

頁  

第１  監査の概要 

 

１  監査の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

２  監査のテーマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２  

 

３  監査の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２  

 

４  監査の対象及び範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

５  監査の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

６  監査の項目及び着眼点 ・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

７  監査の方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２  

 

第２ 監査の結果 

 

１ 調査対象  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

２ エコプラザの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

３ リユース品の収集方法 ・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

４ リユース品の管理・販売等 ・・・・・・・・・・・・・  ４～５ 

 

５ 周知方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

６ 公金の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

 

７ リサイクル肥料の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

 

８ 集客増に向けた取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

９ ヒアリング結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

第３  むすび   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 



2 

 

第１  監査の概要 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査、並 

びに蓮田白岡衛生組合監査基準第２条に基づく監査 

 

２ 監査のテーマ 

エコプラザにおけるリユース品の管理について 

 

３ 監査の目的 

SDGsが世界的に重要視され、地球環境への意識が一層高まる中で、再利用

や再資源化の高まりを受け、蓮田白岡衛生組合では持ち込まれた粗大ごみな

どの中でリユース可能な家具類等については、清掃や補修などを行い手頃な

価格で市民に提供している。 

このような状況を踏まえ、家具類等の管理状況や価格設定、公金の管理など

が効率的かつ適正に行われているかを目的に監査を実施する。  

 

４ 監査の対象及び範囲 

エコプラザのリユース品販売に関する事務等 

 

５ 監査の期間 

   監査期間  令和５年１月１８日（水）～令和５年１月２３日（月） 

   監 査 日  令和５年１月２５日（水） 

 

６ 監査の項目及び着眼点 

  （１）持ち込まれた家具類の選別・保管状況は適切か 

（２）展示品の管理は適切に行われているか 

（３）抽選販売の方法は適切か 

（４）市民への周知は図られているか 

  （５）価格設定は適正か 

  （６）リサイクル肥料の保管状況は適切か 

  （７）公金の管理は適切に行われているか 

 

７ 監査の方法 

担当課から在庫管理等に係る関係書類の提出を求め監査するとともに、所 

属長からのヒアリング及び現場確認を実施する。 
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第２ 監査の結果  

１ 調査対象 

廃棄物対策課で所掌するリサイクルプラザ事業活動の実施に関することのう

ち、エコプラザでのリユース品の管理に関すること及び付随する事務を調査対

象とした。 

 

２ エコプラザの概要 

   エコプラザは、一般廃棄物の減量化及び資源化に関する市民のリサイクル活

動及びエコ活動の推進を図ることを目的としており、地域の方々に３R やエコ

活動への関心を持ち、施設に親しみを持ってもらうために愛称を募集し、応募

総数３９３作品の中から「エコプラザ」に決定した。 

   また、エコプラザでは、リユース品の抽選販売、常時販売及び会議室の貸出

しを行うとともに、不定期なイベント活動として、肥料販売会やフードドライ

ブを実施し、循環型社会の推進に資するための拠点となる施設である。  

 

  

エコプラザ 

 

３ リユース品の収集方法 

   リユース品の主な収集方法は、粗大ごみ収集委託業者が家庭から収集した粗

大ごみの中から、リユース可能なものを職員が選別・保管する方法及び市民が

直接、環境センターに持ち込んだ廃棄物の中からリユース可能なものを選別・

保管するものである。 

   また、未使用の食器類等で箱に入って 

いる状態のものであれば、日時を指定し 

て引き取りを行っているほか、イベント 

内で雑貨等を引き取る取り組みを実施して 

いる。 

リユース品一時保管 
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４ リユース品の管理・販売等 

   リユース品は品目の特徴により、抽選販売と常時販売に分類し、管理を行っ

ている。 

   抽選販売は、市内在住・在勤の２０歳以上の者を対象としており、１回につ

き、２点までの申し込みが可能である。また、常時販売についても購入資格は

同様であるが、購入の点数に制限はしていない。 

   抽選販売の品目は、「蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱」に

基づき、収納用品や日用品など７項目に分類したうえで、２３種類の品目に細

分化し、収集・管理を行うとともに、価格を設定している。（詳細は、以下のと

おり） 

   また、常時販売の品目については、詳細を定めた取り決めはなく、リユース

可能な品物は、可能な限りリユースする方針である。 

品 目 品 名 価格（円） 品 目 品 名 価格（円） 

インテリア 

イス 
1,000～ 

2,500 

レジャー 

キャンピング

テーブル 

1,000～ 

2,500 

テーブル 
1,000～ 

2,500 

キャンピング

チェア 
1,500 

ソファ 
1,000～ 

2,500 
テントセット 2,500 

鏡台 2,500 レジャー用品 
1,000～ 

2,500 

インテリア家具 
1,000～ 

2,500 

日用品 

物干し器具 
1,000～ 

2,500 

収納用品 

ボックス 
1,000～ 

2,500 
脚立・三脚 

1,000～ 

2,500 

棚 
1,000～ 

2,500 
園芸用品 

1,000～ 

2,500 

メタルラック 
1,000～ 

2,500 
姿見 2,000 

タンス 
1,500～ 

3,000 
日用品 

1,000～ 

2,500 

遊具・子供

用品 
遊具・子供用品 

1,000～ 

2,500 
スポーツ 

ゴルフセット 
2,000～ 

3,500 

楽器 

ギター・ヴァイ

オリン 
2,500 スポーツ用品 

1,000～ 

2,500 

その他の楽器 2,500  
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５ 周知方法 

   抽選販売の品目については、月初めにホームページに商品及び日程を掲載す

るとともに、ごみ分別アプリの「お知らせ機能」を利用して周知を行っている。 

 

６ 公金の管理 

   通常業務で使用する釣銭は、会計室より 30,000円を借り受けており、１日に

２回、エコプラザ担当職員が残高の確認をするとともに、１月に１回、会計室

の担当者が確認を行っている。 

   なお、平日における売上金の管理は、エコプラザ閉館後会計室へ入金してお

り、土曜日、日曜日においては、エコプラザの手提げ金庫に保管したうえで、

鍵付きのキャビネットで保管している。 

 

７ リサイクル肥料の管理 

   組合のし尿処理施設から排出された汚泥は、県内の再資源化工場に運搬され

たのち肥料の原料などにリサイクルされており、当該工場で生成された肥料を

購入し、年に２回、安価で市民に販売する取り組みを実施している。 

   在庫管理は、管理台帳でエコプラザ担当職員及び所属長が確認しており、屋

内倉庫で保管している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リユース品常時販売 リユース品抽選販売 

リサイクル肥料 テント倉庫（リサイクル肥料保管場所） 
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８ 集客増などに向けた取り組み 

   新型コロナウイルス感染症の影響により大規模なイベントの開催は見送って

いるが、規模を縮小して、牛乳パック交換会などの各種イベントを開催すると

ともに、季節に合わせて館内を模様替えするなどして、来館者を増やす取組み

を実施している。 

   また、子供連れの家族などに向けてキッズスペースや授乳室を設置するなど、

子育て世代の来館者を増やすよう取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ヒアリング概要 

   ・展示してあるリユース品の品数が少なく、取り扱う品物の範囲が狭いよう

に見受けられる。 

   ・常に新しい商品を展示できるような取り組みが必要である。 

   ・商品の展示方法が平積みであり、展示方法に改善の余地がある。 

   ・キッズスペースや授乳室を設置したが、若年層や子育て世代の来館に対す

る一助となっていないようである。 

   ・子育て世代が望む商品の陳列が少なく、聞き取りなどを通じて商品の充実

を図る必要がある。 

   ・エコプラザウィークで実施した雑貨の引き取り会については、開催の頻度

増やしていく必要がある。 

   ・リユース品の購入については、２０歳以上に制限されており、若年層を呼

び込む上での施策の妨げになっている。 

   ・売れ残った商品については、処分する前に再利用するための手段を考える

必要がある。 

   ・商品の一部が破損している場合や、不足する部品がある場合などはパーツ

単位でリユースすることも可能ではないか。 

   ・抽選販売の商品は、ホームページで周知を行っているが、常時販売の商品

の周知は行われていない。 

キッズスペース 授乳室 



7 

 

第３ むすび 

  今回の監査は、エコプラザにおけるリユース品の管理について、担当課からの

ヒアリング及び現地調査を行い、リユース品の選別・管理が適正に行われている

か、適切な公金の管理が行われているかを主眼に審査及び監査を実施した。 

  蓮田白岡衛生組合では、廃棄物の処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等に基づき、一般廃棄物の適正処理及び処分に重点を置いて、施策を実施し

てきたが、循環型社会形成推進法並びに各種リサイクル関連法の施行に伴い、環

境負荷の軽減、循環型社会の構築に向けた取り組みが不可欠となっている。 

  特にエコプラザは、持続可能な社会の実現に向け、中心となる施設となること

から、３R 活動の推進や情報発信の拠点として合理的かつ適切な事務を執行する

よう検討・改善されることを期待し、監査の結びとする。 

 

１ 意見要望事項 

 

（１）展示方法の改善について、 

    直接肌に触れる衣類やぬいぐるみなどについては、物理的な汚れやウイル

ス等が付着しているのではないかと懸念されることから、「クリーニング済み」

や「除菌済み」などの表示をすることにより、商品への安心感が生じ、購買

意欲が高まることが考えられるため、安心感を高める表示の設置を望むもの

である。    

 

（２）周知方法の創意工夫について 

    抽選販売の商品については、組合のホームページで紹介されているが、常

時販売の商品についてもホームページやその他の媒体を利用して、情報提供

するなど特に市民の目を引き、注目を集めるような PR方法の検討を望むもの

である。 

 

（３）販売方法の見直しについて 

   市民が持ち込んだ不用品をリユースしていることから、一部の破損や部品

が不足する品物もあるが、完成品に捉われずパーツ単位でのリユースを検討

するなどの柔軟な対応を望むものである。 

 

（４）リユース品の販売について、購入可能な年齢は２０歳以上となっているが、

民法の改正に伴い成人年齢も引き下げられたことや、環境学習等の観点から

未成年者を含め幅広い世代がリユース品を購入できるよう「蓮田白岡衛生組

合再生品の販売等に関する実施要綱」の見直しを望むものである。 
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「エコプラザにおけるリユース品の管理について」調査表 

 

項 目 内 容 回 答 

１ 

概
要 (1)エコプラザの設置目的 

一般廃棄物の減量化及び資源化に関する市民のリサイクル活動及び

エコ活動の推進を図るため。 

別紙１ 蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理条例 

別紙２ 蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理規則 

(2)リユース品販売の意義 

リユースによる一般廃棄物の減量化及び資源化を図り、市民のリサイ

クル活動及びエコ活動への関心を高める。 

・ごみの減量へと繋がる。 

・市民の意識啓発となる。 

・エコプラザの来館者が増える。 

２ 

持
ち
込
ま
れ
た
家
具
類
の
選

別
・保
管
状
況 

(1) 粗大ごみ収集で搬入された家具類の選別方

法 

各家庭から収集した粗大ごみは、平ボディーダンプで搬入されるが、

荷下ろしのタイミングでエコプラザ担当職員が粗大ごみの状態を確認

し、選別を行っている。 

 なお、リユース品の判断基準は、「別紙３蓮田白岡衛生組合再生品

の販売等に関する実施要綱」第３条に基づき、実施している。 

(2) 市民から持ち込まれたごみの選別方法 

各家庭から持ち込まれたごみの中からリユースできる品物を委託業者

が選別し、一般持込受け入れ場所であるプラットホーム内の保管場所

に保管している。 

なお、随時、エコプラザ担当職員がエコプラザで販売することが可

能か、傷などの程度を確認して、選別している。 

 

 

 

資料１ 
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(3) リユース品として保管する品目 

[抽選販売] 収納用品や日用品など７項目に分類し、項目ごとに２３の

品名に分類し保管をしている。 

[常時販売] 詳細を定めた取り決めはないが、リユース可能な品物は

極力リユースするよう取組んでいる。 

(4) 選別する際の基準 

「蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱」第３条に基

づき、以下を基準としている。 

（１）その品物が、本来の使用用途に応じた機能を有していること。 

（２）修理の費用が安く、容易に再生が可能であること。 

（３）購買需要が見込まれるものであること。 

 

(5) 在庫管理方法 

未修繕の品物はリサイクル工房にて保管管理し、完成品は台帳登録

を行い陳列して販売する。 

売れ残りや販売時期がずれているものについては、完成品倉庫に保

管して台帳で管理している。 

(6) 家具類の修理に係る費用 

 （消耗品費、人件費等、過去３年分） 

別紙４ 家具の修理に係る費用 参照 

(7) 修理の方法 
傷の補修、塗装、組み立てなどをリサイクル工房でシルバー人材セン

ターが行っている。 

(8)持ち込み以外での家具類の調達方法 

収集した粗大ごみと持ち込まれたごみの中からリサイクル品が大部分

を占めているが、広報などにより、未使用の食器類の提供やイベント

（プラザウィーク）でもったいない雑貨引取会などで住民から集めた品

物を、エコプラザ担当職員がエコプラザで販売することが可能か、傷な

どの程度を確認して、選別している。 
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３ 

展
示
品
の
管
理 

(1) 在庫の管理方法 

[抽選販売] リサイクル工房と完成品倉庫に保管している。 

 

[常時販売] 季節ものを除き在庫管理台帳で管理して品物の陳列を

する。別紙５ 

 分類として雑貨、漫画、一般書籍、DVD/CD/ゲーム、子供服、スポ

ーツ用品、ゴルフ用品、家具類、おもちゃ類、衣類 

 

(2) 売り上げの実績 

 （抽選販売、常時販売、過去３年実績） 
別紙６ 売却益、来場者数 過去 3年実績 参照 

(3) 売れ残った家具類の処理方法 
数か月後に再度抽選販売に出品するが、再度売れ残った場合は値段

を再設定してそれでも売却できないものは、処分している。 

４ 

抽
選
販
売
の
方
法 

(1) 抽選方法 

「蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱」に基づき、月

に一度、抽選日に管理職立会いの下、くじ引き形式で公開抽選を実施

している。 

(2) 抽選申し込みの管理方法 
購入希望者から申し込まれた申込書に割印を押した申込書（組合控）

を保管し、控えを抽選申込者へ渡す。 

(3) 抽選結果の周知方法 

当選決定後に当選者へ電話連絡すると共に当選番号をエコプラザに

掲示及びホームページに掲載する。 

また、分別アプリでも「お知らせ」を行っている。 
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５ 

市
民
へ
の
周
知
方
法 

(1) リユース品販売に係る周知方法  

（周知媒体、頻度等） 

ホームページで販売の周知を行っている。 

抽選については、月初めにホームページで日程と抽選品を周知する。 

(2) 来場者数（過去３年実績、平日と土日の差） 別紙６ 売却益、来場者数 過去 3年実績 参照 

６ 

価
格
設
定 

(1) 価格設定の方法 
蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱に定めている。

（別紙３） 

(2) 金額ごとの売上実績の把握 別紙７ 販売品の売上実績表 参照 

７ 

リ
サ
イ
ク
ル
肥
料
の

保
管
状
況 

(1) 年度ごとの購入数と販売数（過去３年実績） 
年に２回、販売会を実施している。 

別紙８ 消耗品管理台帳 参照 

(2) 売れ残った肥料の管理方法 
屋外に保管すると、袋が劣化して販売できなくなるため屋内倉庫に保

管している。 

(3) 在庫管理方法 
納入した際は在庫数をエコプラザ担当職員、担当課長が確認し台帳

に記帳し、在庫管理台帳にて管理をしている。 別紙８ 

(1) 釣銭の確認方法 
１日２回（開館時と閉館時）エコプラザ担当職員が確認、月末に１度会

計室職員が確認をしている。 別紙９、別紙１０ 
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８ 

売
上
金
の
管
理
状
況 

(2) １日の売上金の管理方法 

リサイクルプラザのレジスターで保管、閉館後に集計して会計室へ入

金票、領収書、金種表、リユース品販売日報と共に渡している。 

別紙１１ 

(3) 土曜日、日曜日の売上金の管理 
エコプラザ専用手提げ金庫に入れ、鍵付きのキャビネットで一時保管

して、月曜日に会計室へ入金する。 

９ 

そ
の
他
の
事
項 

(1) 人員配置 

（平日、土曜日、日曜日の別） 

（正規職員、再任用職員、会計年度任用職員、

委託） 

平日（休館日は除く）は、職員２名、再任用職員又は会計年度任用職

員の１名の計３名で勤務している。土曜日、日曜日は、職員１名とシル

バー人材センター１名の計２名で勤務している。 

(2) 売上増に向けての施策や考え、工夫 

再利用可能商品を集めて、商品補充数及び補充の頻度を増やしてい

る。また、リユース品の引取会を実施して、販売品の量を増やしてい

る。 

 

 

(3)集客増への取り組み 
啓発イベントの実施、季節に合わせた館内の模様替え、子供連れの

来客者を増やすため、キッズスペースを設けている。 
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１０ 

添
付
書
類 

 

・別紙１  蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理条例 

・別紙２  蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理規則 

・別紙３  蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱 

・別紙４  家具の修理に係る費用 

・別紙５  リユース品在庫管理表 

・別紙６  売却益、来場者数 （過去３年実績） 

・別紙７  販売品の売上実績表 

・別紙８  肥料消耗品管理台帳（過去３年分） 

・別紙９  令和４年度つり銭貸付残高管理簿 

・別紙１０ 令和４年度貸付金管理簿 

・別紙１１ 入金通知書兼領収書（常時販売・抽選販売・肥料販売） 

 

※行が不足する場合は、適宜、行の高さを変更してください。 



別紙１ 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理条例 

平成 24年 12月 21日条例第６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２の規定に基づき、蓮田白岡衛生組合リサイ

クルプラザ（以下「リサイクルプラザ」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び設置目的） 

第２条 一般廃棄物の減量化及び資源化に関する市民のリサイクル活動及びエコ活動の推進を図るためにリサイク

ルプラザを設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

リサイクルプラザ 白岡市篠津 1279番地５ 

（開館時間及び休館日） 

第４条 リサイクルプラザの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるとき

は、これを変更することができる。 

２ リサイクルプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に休館

し、又は休館日を変更することができる。 

(１) 水曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

(３) １月２日及び同月３日並びに 12月 29日から同月 31日までの日 

（業務） 

第５条 リサイクルプラザは、次に掲げる事業を行う。 

(１) 発生抑制、再使用、再生利用及びエコ活動に関する学習又は活動の場の提供に関すること。 

(２) 一般廃棄物の減量化、資源化に関する情報提供に関すること。 

(３) 一般廃棄物の再生品の展示及び提供に関すること。 

(４) 一般廃棄物の減量化、資源化に関する講座又は研修会等の開催に関すること。 

(５) その他リサイクルプラザの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（利用者の資格） 

第６条 リサイクルプラザの研修室及び会議室（以下「研修室等」という。）を利用することができる者は、次の各号の

いずれかに該当する者及びその団体とする。 

(１) 蓮田市及び白岡市に居住、若しくは在学、在勤している者 

(２) 前号に掲げる者のほか、管理者が特に認める者 

（利用の許可） 

第７条 研修室等を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。 
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２ 管理者は、前項の許可をする場合において、リサイクルプラザの管理上必要な条件を付することができる。 

３ 管理者は、研修室等を利用しようとする者が次の各号に該当するときは、その利用を許可しないものとする。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 

(２) リサイクルプラザの設置の目的に反すると認められるとき。 

(３) リサイクルプラザの施設又は設備を破損する恐れがあるとき。 

(４) 前各号に定めるもののほか、リサイクルプラザの管理上支障があるとき。 

（利用許可の取消し） 

第８条 管理者は、第７条第１項の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が、次の各号に該当す

ると認めた場合は、その許可を取り消すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２) 第７条第２項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。 

(３) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。 

(４) 前各号に定めるもののほか、リサイクルプラザの管理上支障があるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、管理者は、公用又は公益上その他やむを得ない理由があるときは、許可を取り消すこ

とができる。 

（利用料） 

第９条 利用者は、第７条第１項の規定により許可を受けた場合、利用料を納付しなければならない。 

２ 前項の利用料は、別表に定めるとおりとする。 

（利用料の減免） 

第 10条 管理者は、公益上特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、利用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（利用料の還付） 

第 11条 既納の利用料は還付しない。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用料の全部

又は一部を還付することができる。 

(１) リサイクルプラザの管理上必要があるため、利用の許可を取り消したとき。 

(２) 利用者の責めに帰することができない理由により、リサイクルプラザを利用することができないとき。 

(３) 利用者が、利用料金を納付した後、利用しようとする日の７日前までに利用の許可の取消しの申し出を行い、当

該利用の許可の取り消したとき。 

（目的外利用の禁止） 

第 12条 利用者は、許可を受けた目的以外に研修室等を利用してはならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 13条 利用者は、許可を受けた研修室等の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復義務） 

第 14条 利用者は、研修室等の利用を終了したとき又は第８条の規定により研修室等の利用の許可を取り消された

ときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。 

（入館の禁止） 
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第 15条 管理者は、リサイクルプラザの秩序を乱し、若しくは乱す恐れがある者の入館を禁止し、又はその者に対し

退館を命ずることができる。 

（損害賠償） 

第 16条 故意又は過失によりリサイクルプラザを損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなけ

ればならない。 

（委任） 

第 17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。 

別表（第９条関係） 

区分 １時間当たり 

会議室 100円 

研修室１ 200円 

研修室２ 200円 
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別紙２ 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理規則 

平成 25年３月 29日規則第３号 

改正 

平成 27年８月 17日規則第６号 

平成 28年３月 31日規則第６号 

令和元年７月１日規則第３号 

令和４年３月１日規則第３号 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理規則 

（目的） 

第１条 この規則は、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ設置及び管理条例（平成 24年条例第６号。以下「条例」と

いう。）第 17条の規定に基づき、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ（以下「リサイクルプラザ」という。）の管理及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請） 

第２条 条例７条第１項の規定により、リサイクルプラザの研修室及び会議室（以下「研修室等」という。）の利用の許

可、又は許可に係る事項の変更を受けようとする者は、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用（変更）許可申請

書（様式第１号）により管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りで

はない。 

２ 前項に規定する申請の提出期間は次に掲げるとおりとする。 

(１) 利用しようとする日の２カ月前から利用当日までとする。 

(２) 前号に掲げるほか管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。 

（利用の許可） 

第３条 管理者は、条例第７条の規定により許可するときは、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用（変更）許可書

兼領収書（様式第２号）を当該申請者に交付するものとする。 

（利用の期間） 

第４条 研修室等は、同一の利用者が引き続き３日を超え、又は定期的に曜日若しくは日時を指定した利用をするこ

とはできない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。 

（利用料の納付期日） 

第５条 利用者は、許可を受けた際に利用料を納付しなければならない。 

（利用許可の取り消し） 

第６条 管理者は、条例第８条の規定により研修室等の利用の許可を取消したときは、蓮田白岡衛生組合リサイクル

プラザ利用許可取消し通知書（様式第３号）により条例第７条の規定により許可を受けた者（以下「利用者」とい

う。）に通知するものとする。 

（利用料の減免） 

18



第７条 条例第 10条の規定により利用料を減額又は免除することができる場合及びその割合は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 蓮田白岡衛生組合又は蓮田市及び白岡市（以下「本市」という。）が主催、又は共催する事業に使用するとき 免

除 

(２) 本市内の学校が学校教育上の行事又は教育活動の一環として使用するとき 免除 

(３) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき ５割 

２ 条例第 10条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利

用料減免申請書（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、こ

の限りではない。 

３ 管理者は、前項の申請を承認したときは、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用料減免決定通知書（様式第５

号）を当該申請者に交付するものとする。 

（利用料の還付） 

第８条 条例第 11条ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、蓮田白岡衛生組合リサイクルプラ

ザ利用許可取消し申出書（様式第６号）を添えて、利用期日の７日前までに蓮田白岡衛生組合利用料還付請求書

（様式第７号）を管理者に提出しなければならない。 

（文書等の写しの交付に要する費用） 

第９条 文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。 

２ 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとする。 

（委任） 

第 10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年８月 17日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 31日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、な

お従前の例による。 

附 則（令和元年７月１日規則第３号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１日規則第３号） 

この規則は、令和４年３月１日から施行する。 
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別表（第９条関係） 

区分 金額 

複写に要する費用 電子複写機により作成したもの（白黒） １面 10円 

電子複写機により作成したもの（カラー） １面 50円 

上記以外のもの 実費相当額 

（注）１ 電子複写機の複写サイズは、日本産業規格Ａ列３番までとする。 

２ １枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、２面として計算する。 
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様式第１号（第２条関係） 

 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用（変更）許可申請書 

   蓮田白岡衛生組合管理者     あて 

  次のとおり研修室等を利用（変更）したいので申請します。 

※受 付 番 号        第      号 申 請 日 年   月   日 

申 請 者 名  電話番号  

住 所  

利用責任者 

団 体 名  

住 所  

代表者名  

電話番号  

蓮田・白岡市

民以外の方 
□ 在学  □ 在勤（               ） 

利 用 日 時     年  月  日（ ） 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 目 的  

利 用 施 設 □ 会議室  □ 研修室１  □ 研修室２ 

予定利用人数       人（男    名 ・ 女    名） 

※利 用 料 

 □ 会 議 室           円（100 円／時×  時間） 

 □ 研 修 室 １          円（200 円／時×  時間） 

 □ 研 修 室 ２          円（200 円／時×  時間） 

 合      計         円 ① 

※減 免 規 定      
 □ 該当なし 

 □ 該当あり 規則第７条第１項第  号に該当（□ 免除  □ ５割減） 

※納 付 額 
条例に定める額 ① 

円 

減免決定額 ② 

円 

利用料納付額 ①－② 

円 

※備   考  

 （※印の欄は記入しないこと） 
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様式第２号（第３条関係） 

 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用（変更）許可書兼領収書 

          様 

  次のとおり研修室等の利用（変更）を許可します。 

受 付 番 号   第      号 申 請 日 年   月   日 

申 請 者 名  電話番号  

住 所  

利用責任者 

団 体 名  

住 所  

代表者名  

電話番号  

蓮田・白岡市

民以外の方 
□ 在学  □ 在勤（               ） 

利 用 日 時     年  月  日（ ） 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 目 的  

利 用 施 設 □ 会議室  □ 研修室１  □ 研修室２ 

予定利用人数       人（男    名 ・ 女    名） 

利 用 料 

 □ 会 議 室           円（100 円／時×  時間） 

 □ 研 修 室 １          円（200 円／時×  時間） 

 □ 研 修 室 ２          円（200 円／時×  時間） 

 合      計         円 ① 

減 免 規 定 
 □ 該当なし 

 □ 該当あり 規則第７条第１項第  号に該当（□ 免除  □ ５割減） 

納 付 額 
条例に定める額 ① 

円 

減免決定額 ② 

円 

利用料納付額 ①－② 

円 

備 考  

    第       号 

    年  月  日 

 蓮田白岡衛生組合管理者        印 

   
 料 金 領 収 印  

 
円 
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様式第３号（第６条関係） 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用許可取消し通知書 

第     号   

年  月  日   

          様 

蓮田白岡衛生組合管理者        印   

      年  月  日付け第   号で許可した蓮田白岡衛生組合リサイクルプラ

ザの利用について、次のとおり利用許可の取消しとしたので通知します。 

利 用 日 時     年  月  日（  ） 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 施 設 

□ 会 議 室 

□ 研 修 室 １ 

□ 研 修 室 ２ 

取消しの理由  
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様式第４号（第７条関係） 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用料減免申請書 

年  月  日   

   蓮田白岡衛生組合管理者     あて 

                            住  所            

申請者  氏  名            

                            電話番号            

      年  月  日付け第   号で申請した蓮田白岡衛生組合リサイクルプラ

ザ利用について、次の理由により利用料の減免を受けたいので申請します。 

利用責任者 

団 体 名 

住  所 

氏  名 

電話番号 

利 用 日 時     年  月  日 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 目 的  

利 用 料 金 

□ 会 議 室          円（100 円／時×  時間） 

□ 研 修 室 １         円（200 円／時×  時間） 

□ 研 修 室 ２         円（200 円／時×  時間） 

合      計        円 

減免申請理由 規則第７条第１項第  号に該当 
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様式第５号（第７条関係） 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用料減免決定通知書 

年  月  日   

          様 

蓮田白岡衛生組合管理者        印   

      年  月  日付け第   号で申請があった蓮田白岡衛生組合リサイクル

プラザの利用料減免については、次のとおり決定したので通知します。 

利用責任者 

団 体 名 

住  所 

氏  名 

電話番号 

利 用 日 時     年  月  日 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 目 的  

利 用 料 金 

□ 会 議 室          円（100 円／時×  時間） 

□ 研 修 室 １         円（200 円／時×  時間） 

□ 研 修 室 ２         円（200 円／時×  時間） 

合      計        円 

減免申請理由 規則第７条第１項第  号に該当 

減 免 額 

条例に定める額 

円 

減免決定額 

円 

使用料納付額 

円 
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様式第６号（第８条関係） 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用許可取消し申出書 

年  月  日   

   蓮田白岡衛生組合管理者     あて 

住  所            

申請者  氏  名            

電話番号            

      年  月  日付け第   号で許可のあった利用について、次のとおり許

可の取消しを受けたいので届出ます。 

利 用 責 任 者 

団 体 名 

住  所 

氏  名 

電話番号 

利用取消し日時    年  月  日（  ） 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利用取消し施設 

 □ 会 議 室 

 □ 研 修 室 １ 

 □ 研 修 室 ２ 

取 消 し 理 由  
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様式第７号（第８条関係 

蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用料還付請求書 

年  月  日   

   蓮田白岡衛生組合管理者     あて 

                      住  所            

申請者  氏  名        

                      電話番号            

      年  月  日付け第   号で許可のあった蓮田白岡衛生組合リサイクル

プラザ利用について、次の理由により利用料の還付を受けたいので申請します。 

利 用 責 任 者 

団 体 名 

住  所 

氏  名 

電話番号 

利 用 日 時    年  月  日 
午前・午後   時  分から 

午前・午後   時  分まで 

利 用 目 的  

利 用 施 設 

 □ 会 議 室 

 □ 研 修 室 １ 

 □ 研 修 室 ２ 

還付申請理由  

還付申請金額           円 

利用料還付金の

振込先口座 

金融機関名 

普通 

 

当座 

口座番号 

支店名 口座名義人（フリガナ） 

 ※蓮田白岡衛生組合リサイクルプラザ利用（変更）許可申請書兼領収書を添付し

てください。 
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別紙３ 

蓮田白岡衛生組合再生品の販売等に関する実施要綱           

平成１７年１１月１日要綱第４号 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、蓮田白岡衛生組合（以下「組合」という。）において、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図

るとともに、循環型社会の構築に向けての啓発事業の一環として、広く住民に理解してもらうために、必要な修

理等を加えた家具類の再生品の販売事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

（１）再生対象品 組合が受け入れをする家具類及びその他再生が適当と認められるもの（家庭用電化        

製品等を除く。）をいう。 

（２）再生品 再生対象品に必要な修理を加えた物及び再利用が可能な物をいう。 

（３）有償品 再生品のうち管理者が有償と判断したものをいう。 

（４）無償品 再生品のうち管理者が無償と判断したものをいう。 

（５）工房 再生対象品の修理を行う場所をいう。  

（６）展示室 再生品の展示場所をいう。 

（７）買受希望者 再生品を買い受けようとする者をいう。 

（８）購入者 再生品を購入する者をいう。 

（９）評価者 廃棄物対策課長をいう。 

（判断基準） 

第３条 再生対象品の判断は、次に掲げる基準によるものとする。 

（１）その品物が、本来の使用用途に応じた機能を有していること。 

（２）修理の費用が安く、容易に再生が可能であること。 

（３）購買需要が見込まれる物であること。 

（搬入及び修理） 

第４条 再生対象品は、再生可能なものを区分けし、工房に搬入し修理等を行うものとする。 

（購入者の決定） 

第５条 有償品の購入者の決定は、入札、先着順又は抽選のいずれかの方法によるものとする。 

２ 買受希望者は、それぞれ次の事項を了承のうえ申し込むものとする。 

（１）入札により購入者を決定する場合 

  ア 組合が定めた申込書（様式第１号）に買受希望金額その他必要事項を記入し申込むものとする。 

  イ 未成年者による申し込みはできないものとする。 

  ウ 申し込みは１人２点までとする。 

  エ 買受希望金額は１００円単位とする。 

  オ 買受希望金額の最高額（以下「最高額」という。）をもって申し込みをした者を落札者とする。また、最高額を

もって申し込みをした者が２人以上の場合においては抽選により、これを決定する。 

  カ 開札の際、落札者本人の買受けの意志が確認できない場合は辞退したものとみなす。この場合において、

次順札をもって申し込みをした者を落札者とし、その扱いは前段同様とする。 
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  キ 購入者は、再生品の引渡し時に買受希望金額を支払うものとする。 

 

 

（２）先着順による申し込みで購入者を決定する場合 

  ア 組合が定めた申込書に必要事項を記入し申込むものとする。 

イ 未成年者による申し込みはできないものとする。 

  ウ 買受金額はあらかじめ組合が提示した金額とする。  

  エ 購入者は、再生品の引渡し時に組合が提示した金額を支払うものとする。 

（３）抽選により購入者を決定する場合 

  ア 組合が定めた申込書に必要事項を記入し申込むものとする。 

イ 未成年者による申し込みはできないものとする。 

  ウ 申し込みは１人２点までとする。 

  エ 抽選により購入者を決定するものとする。 

  オ 抽選の際、購入者の買い受けの意志が確認できない場合は辞退したものとみなす。この場合においてあ

らかじめ抽選した次点者を購入者に決定するものとする。 

  カ 買受金額はあらかじめ組合が提示した金額とする。 

  キ 購入者は、再生品の引渡し時に組合が提示した金額を支払うものとする。 

３ 買受希望者は、蓮田市及び白岡市に在住、在学、在勤する者に限るものとする。また、営利を目的とす 

る者の申し込みはできないものとする。 

４ 購入した再生品については、原則として返品はできないものとする。 

（価格設定） 

第６条 有償品の販売についての価格は下限上限を設定して次のように定める。 

 有償品抽選販売 １，０００円～１０，０００円の範囲とする。 

 有償品常時販売 ５０円～１，０００円の範囲とする。 

２ 有償品抽選販売の価格は基本価格を基に状態等を考慮し算定する。 

（１） 基本価格の設定 

基本価格は品目別に別表１により定める。分類のないものについては、類似した品目の基本価格 から適宜判断す

る。 

（２） 評価額の設定 

評価額は評価者が見栄え、状態を考慮して算定する。 

ア 見栄え 良＋５００円 普＋－０円 悪－５００円 

イ 状態  良＋５００円 普＋－０円 悪－５００円 

（３） 調整額の設定 

同等品の過去の実績、市場価値等を考慮し、＋５００円～－５００円の範囲の中で設定する。 

（４） 出品額の設定 

出品額は基本価格と評価額と調整額を足し合わせた額とする。 

（５） その他 

市場価値の高いもの又はセット販売するものなどについては、価格の設定を評価者が別途定めるものとする。 

３ 常時販売の基本価格は以下のとおり定める。 

（１） 衣類 各１点１００円 ただし、防寒着コート類は１点３００円とする。 

29



（２） 本、マンガ類 各１点５０円～５００円 

（３） DVD、CD、ゲームソフト類 各１点５０円～５００円 

（４） スポーツ用品 各１点１００円～１，０００円 

（５） 家具類 各１点３００円～１，０００円 

（６） 雑貨類 各１点１００円～１，０００円 

（７） おもちゃ類 各１点１００円～１，０００円 

（８） その他 

市場価値の高いもの又はセット販売するものなどについては、価格の設定を評価者が別途定めるものとする。 

（無償品の提供） 

第７条 無償品の提供は、原則として１人１点とする。 

２ その他無償品の提供については、前条第３項及び第４項を準用する。 

（再生品の販売等に関する情報の周知） 

第８条 管理者は、再生品の販売会を開催するにあたっては、広報紙その他適切な方法により広く住民に周 

 知するものとする。 

（再生品の引き取り） 

第９条 購入者は、管理者が売払いの決定をした日から１週間以内に再生品の引取り及び搬出をしなければ 

ならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りではない。 

２ 前項に規定する再生品の引取り及び搬出は、購入者本人の責任において行うものとし、当該再生品の引 

 き渡し後に要する運搬費その他引費用は購入者自ら負担するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、再生品の販売事業に関し必要な事項は別に定めるものとする。 

 

  附 則 

この要綱は平成１７年１１月 １日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成１９年１１月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２５年 ５月 １日から施行する。 
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ご
ざ

い
ま

せ
ん

。

問
い

合
わ

せ
先

　
　

エ
コ

プ
ラ

ザ
　

廃
棄

物
対

策
課

　
　

リ
サ

イ
ク

ル
推

進
担

当

　
　

　
月

 　
　

 日
か

ら
 　

月
 　

　
 日

ま
で

○
当

選
さ

れ
た

方
で

キ
ャ

ン
セ

ル
ご

希
望

の
方

は
お

早
め

に
ご

連
絡

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

　
　

当
選

者
の

方
へ

（
ご

案
内

）

　
当

選
の

連
絡

が
き

た
方

は
、

こ
の

申
込

書
（控

え
）を

ご
持

参
の

う
え

下
記

の

引
取

り
期

間
中

に
支

払
い

（精
算

）を
済

ま
せ

て
、

リ
ユ

ー
ス

品
の

引
取

り
を

お
願

い
し

ま
す

。

引
取

期
間

　
　

午
前

９
時

０
０

分
 ～

 午
後

５
時

０
０

分
ま

で
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

 　
　

※
 　

　
日

（ 
　

 ）
 の

休
館

日
は

引
取

り
で

き
ま

せ
ん

。

引
渡

し
場

所

　
　

エ
コ

プ
ラ

ザ
１

階

注
意

事
項
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別
表
１
(第
６
条
第
２
項
関
係
）　
基
本
価
格

品
目

価
格

1
,5
0
0

2
,5
0
0

2,
50
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

2
,5
0
0

※
分
類
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
類
似
し
た
品
目
の
基
本
価
格
か
ら
適
宜
判
断
す
る
。

1,
00
0～
2,
50
0

1,
00
0～
2,
50
0

1,
00
0～
3,
50
0

遊
具
・

子
供
用
品
遊
具
・子
供
用
品

楽
器

ギ
タ
ー
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

そ
の
他
楽
器

タ
ン
ス

メ
タ
ル
ラ
ッ
ク

ス
ポ
ー
ツ

ゴ
ル
フ
セ
ッ
ト

1,
50
0～
3,
00
0

1,
00
0～
2,
50
0

ス
ポ
ー
ツ
用
品

収
納
用
品

ボ
ッ
ク
ス

園
芸
用
品

イ
ン
テ
リ
ア
家
具

脚
立
・三
脚

イ
ン
テ
リ
ア

棚
姿
見

日
用
品

1,
00
0～
2,
50
0

レ
ジ
ャ
ー
用
品

ソ
フ
ァ

日
用
品

物
干
し
器
具

鏡
台

1,
00
0～
2,
50
0

1,
00
0～
2,
50
0

1,
00
0～
2,
50
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

2
,0
0
0
～
3
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

1
,0
0
0
～
2
,5
0
0

品
名

レ
ジ
ャ
ー

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル

イ
ス

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
チ
ェ
ア

テ
ー
ブ
ル

テ
ン
ト
セ
ッ
ト
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別紙４ 

家具類の修理に係る費用（消耗品費、人件費等、過去３年分） 

 

 （千円） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

人件費 1,206 1,319 1,335 

消耗品費 6 6  

計 1,212 1,325 1,335 

 

リユース家具修繕業務委託費 

仕事内容 家具修繕に費やす時間…20/29時間≒７割 

リサイクルステーションの片付け、準備、対応に費やす時間…9/29時間≒3割 

 月 火 水 木 金 土 日 計 

勤務時間  ６  ３ ６ ７ ７ ２９ 

リサイクルステーションに係る

時間 
 １  ０ ０ １ ７ ９ 

家具の修繕に係る時間  ５  ３ ６ ６ ０ ２０ 

 

令和元年度 

人件費                  1,722,851円×0.7≒ 1,205,996円 

消耗品費            2,960円＋3,112円＝      6,072円 

家具類の修理に係る費用  1,205,996円＋6,072円＝ 1,212,068円 

 

令和２年度 

人件費                      1,884,948円×0.7≒  1,319,464円 

消耗品費            698円＋3,276円＋2,270円＝     6,244円 

家具類の修理に係る費用  1,319,464円＋6,244円＝ 1,325,708円 

 

令和３年度 

人件費                      1,906,608円×0.7≒  1,334,626円 

消耗品費  無し                                             

家具類の修理に係る費用                         1,334,626円 
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0
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0

3
2
8
7

56
0
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0
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0
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資料３ 

 

現地調査の様子 

 

〇粗大ごみ収集状況 

    

 

 

〇リユース品一時保管場所（プラットホーム） 
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〇リサイクル肥料保管場所 

    

 

〇完成品倉庫 

    

 

〇リサイクル工房 
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〇リユース品売り場 

    

 

〇エコプラザ事務室 

    


